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河川局関係予算全体について、必要性・事業効果等を勘案し

優先順位付けを徹底するとともに、行政刷新会議の指摘事項等

も踏まえて、さらなる効率化・見直しを進める。 
 

 

 
 

 

河川局関係予算（一般会計国費）６，６２１億円 

 

治水事業等関係費     ６，０９８億円 

 

災害復旧関係費        ５０６億円 

 

行政経費            １６億円 

 

 

 
 

 地域の住民生活の安定・安全や、経済発展の支障となる水害・

土砂災害等に対する不安の解消を図り、元気な日本復活に寄

与。 

 

（１）激甚な水害・土砂災害が生じた地域における再度災害 

防止対策 

               【 国費：約２１４億円 】 

激甚な水害・土砂災害が発生した地域において、早期の再

度災害防止を図るため、短期集中的に治水事業を実施。 

 

（２）生活の安定・安全を脅かすような災害が発生した地域にお

ける災害対策 

               【 国費：約３４８億円 】 

床上浸水被害が頻発するなど、繰り返しの水害・土砂災害

の発生等により生活に大きな支障がもたらされている地域に

おいて、被害の防止・軽減を図るため、集中的に事業を実施。

１．平成２３年度河川局関係予算概要 

予算の基本方針 

予算の規模 

元気な日本復活特別枠



 

 

 

 

 

 災害危険度の高い地域における効果的な災害予防対策を着実

に実施するとともに、災害が発生した地域における再度災害の

防止対策を適切に実施。 

 

   １．維持管理    【国費：約１，２３３億円】 

既存施設が機能発揮するよう、コスト縮減に努めつつ適切な維持管

理を行うとともに、更新が必要な施設の増大が見込まれていることを

踏まえ、施設の長寿命化対策等の戦略的維持管理を進める。 

 

   ２．災害対応・危機管理対策 【国費：約１，１８３億円】 

災害が発生した地域において再度災害の防止対策を適切に実施す

るとともに、災害が発生した場合の危機管理体制の充実を図る。 

 

   ３．予防的な治水対策   【国費：約１，４２４億円】 

 国民の生活の安全安心を確保するため、災害危険度の高い地域にお

ける効果的な災害予防対策を重点的に実施するとともに、併せて気候

変動・地球温暖化への適応策を実施する。  

 

   ４．良好な河川環境の回復  【国費：約６５億円】 

 河川の再自然化や湿原の復元など、環境再生のための河川整備等を

地域のＮＰＯ等と連携しつつ推進するとともに、併せて観光振興等を

支援する。  

 

   ５．ダム建設    【国費：約１，３８２億円】 

 検証の対象としない事業のうち、継続的に事業を進めることとした

ダム事業については、可能な限り計画的に事業を進めるために必要な

予算を計上。また、川辺川ダムについては生活再建事業を継続するた

めに必要な予算を計上。 

検証対象としたダム事業については、平成２２年度予算と同様に、

基本的に、用地買収、生活再建工事、転流工工事、本体工事の各段階

に新たに入らず、地元住民の生活設計等への支障に配慮した上で、必

要最小限の予算を計上。ただし、八ッ場ダムについては、これまでと

同様に生活再建事業を進めるために必要な予算を計上。 

また、補助ダム事業については、今後、個別ダムの検証の動向を可

能な限り見極めた上で、適切に対応することとする。（実施計画にお

いて確定）。 

全 般 



区 分

（Ａ） （Ｂ）

767,400 580,601 56,206

治 水 755,607 568,544 55,159

海 岸 11,762 11,987 1,047

急 傾 斜 地 崩 壊 対 策 等 31 70 -          

35,905 24,288 -          

平成２３年度

事　 業　 費 国　　費

うち｢元気な日本
復活特別枠｣

治 山 治 水

都 市 水 環 境 整 備 事 業

 ２．平成２３年度河川局関係予算総括表

9,176 4,939 -          

住宅宅地基盤特定治水

施 設 等 整 備 事 業 -               52 -          

下 水 道 関 連 特 定 治 水

施 設 整 備 事 業 9,176 4,887 -          

小　　　　　計 812,481 609,828 56,206

67,277 50,602 -          

災 害 復 旧 56,140 42,303 -          

災 害 関 連 11,137 8,299 -          

合　　　　　計 879,758 660,430 56,206

特定治水施設等整備事業

災 害 復 旧 関 係 事 業

 ２．平成２３年度河川局関係予算総括表



（単位：百万円）

事 業 費 国　費

（Ｃ） （Ｄ） (Ａ／Ｃ) (Ｂ／Ｄ)

772,321 602,845 0.99 0.96

759,064 590,154 1.00 0.96

２．

12,410 12,127 0.95 0.99

847 564 0.04 0.12

３．

38,325 26,279 0.94 0.92

前年度  倍率

摘　　　　要事　 業　 費 国　　費

１． 国費には左記計数のほか、
前年度剰余金等として平成
23年度34,053百万円、前年
度10,745百万円がある。

左記計数のほか、社会資本
整備総合交付金（国費1.75兆
円）がある。

左記計数のほか、行政部費
として平成23年度国費1,626
百万円、前年度国費1,680百
万円がある。

9,051 5,133 1.01 0.96

-            205 － 0.25

9,051 4,928 1.01 0.99

819,697 634,257 0.99 0.96

63,003 50,602 1.07 1.00

51,370 42,003 1.09 1.01

11,633 8,599 0.96 0.97

882,700 684,859 1.00 0.96



 
 
 

 

 

既存施設が機能発揮するよう、コスト縮減に努めつつ適切な維持管理

を行うとともに、更新が必要な施設の増大が見込まれていることを踏ま

え、施設の長寿命化対策等の戦略的維持管理を進める。 

 

 堤防護岸、樋門樋管、ダム等の河川管理施設の機能の維持や老朽化等

に伴い低下した機能の回復のために必要な予算を計上。  

 

○既存施設の長寿命化対策等の戦略的維持管理 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．河川局関係の項目毎予算概要  

３－１ 維持管理  （国費：約１，２３３億円）

１０年後には設置後４０年経過する施設が全体の約６割
に達する見込み。

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

1
9
6
9

1
9
7
0

1
9
7
1

1
9
7
2

1
9
7
3

1
9
7
4

1
9
7
5

1
9
7
6

1
9
7
7

1
9
7
8

1
9
7
9

1
9
8
0

1
9
8
1

1
9
8
2

1
9
8
3

1
9
8
4

1
9
8
5

1
9
8
6

1
9
8
7

1
9
8
8

1
9
8
9

1
9
9
0

1
9
9
1

1
9
9
2

1
9
9
3

1
9
9
4

1
9
9
5

1
9
9
6

1
9
9
7

1
9
9
8

1
9
9
9

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

現
在
(
2
0
0
9
)

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
9

2
0
2
0

2
0
2
1

2
0
2
2

2
0
2
3

2
0
2
4

2
0
2
5

2
0
2
6

2
0
2
7

2
0
2
8

2
0
2
9

2
0
3
0

2
0
3
1

2
0
3
2

2
0
3
3

2
0
3
4

2
0
3
5

2
0
3
6

2
0
3
7

2
0
3
8

2
0
3
9

2
0
4
0

2
0
4
1

2
0
4
2

2
0
4
3

2
0
4
4

2
0
4
5

2
0
4
6

2
0
4
7

2
0
4
8

2
0
4
9

設置後40年以上
になる施設

全体の約６割

設置後40年以上
になる施設

全体の約８割

設置後40年以上
の施設

全体の約４割

10
年
後

20
年
後

現
在

※1：1969年度以前に設置された施設数（設置年が不明な施設は1969年以前に設置されたも
のとして整理）

※2： 2009年度末時点の河川管理施設数全体（10,191施設）

【対象施設】 直轄管理区間に設置された堰・水門・閘門等の河川管理施設（以下、施設という）
（ダム・護岸等を除く） ※上記グラフには、今後新設される施設は含んでいない

【河川管理施設の老朽化】 【効率的な維持管理の推進】

機器毎の健全度等を点検・把握し、施設機能への影響
等を加味して保全。

機能低下するまで継続使用

故障した場合の施設機能
への致命的な影響無し

故障した場合の施設機能へ
の影響が致命的

経過年数に依らず、健全度、
劣化状態を点検・把握し、最
適時期に補修、更新

対象設備
・ゲート設備の主要部分（ロー
ラーゲート、開閉装置）
・ポンプ設備の原動機潤滑油
系統 等

対象設備
・設備の給油装置
・ポンプ設備の予備発電機
・ポンプ設備計器類 等

予備発電機ゲートワイヤーロープ

設置後４０年を経過する施設数

現時点（2009）で設置後４０年経過した施設数 ：３，６０５箇所
（現時点の全体施設数 の約４割に相当）

※１

※２

（箇所）

（年）



 

 

災害が発生した地域において再度災害の防止対策を適切に実施すると

ともに、災害が発生した場合の危機管理体制の充実を図る。 

 

○激甚な水害・土砂災害が発生した地域における短期集中的な 

再度災害防止対策 

 

 【（例）川
せ ん

内川
だ い が わ

（鹿児島県）】 
平成 18 年 7 月梅雨前線による記録的豪雨に

より、浸水家屋 2,347 戸に及ぶ激甚な被害

が発生し、地域の不安が増大。 

 

 

河川激甚災害対策特別緊急事業により、約５

年間で短期集中的に整備を行い、平成 18 年

7 月 洪 水 の 外 水 氾 濫 に よ る 家 屋 浸 水 約

1,500 戸の解消を図る。 

 

 【（例）千種
ち く さ

川
が わ

（兵庫県）】 
平成 21 年 8 月の台風 9 号による記録的な豪

雨により、千種川流域においては、死者・行

方不明者 20 名、浸水家屋数 1,574 戸の激

甚な被害が発生し、地域の不安が増大。 

 

 

上流側の河川災害復旧助成事業に併せ、下流

側において河川災害復旧等関連緊急事業を実

施し、上下流バランスを踏まえた整備を行い、

平成 25 年度の完成を目指し、浸水被害の解

消・軽減を図る。 

 

 

 【（例）防府
ほ う ふ

山系
さ ん け い

（山口県）】 
平成 21 年 7 月中国・九州北部豪雨により、

特別養護老人ホームの被災（死者 7 名）や国

道 262 号線の通行止め（1 ヶ月半）など、

激甚な被害が発生し、地域の不安が増大。 

 

 

特定緊急砂防事業等による短期集中的な整備

により、激甚な土砂災害が発生した地域の再

度災害防止対策を図る。 

 

３－２ 災害対応・危機管理対策 （国費：約１，１８３億円）

被災状況



○床上浸水被害の頻発等により生活に大きな支障が生じている 

地域における集中的な被害の防止・軽減対策 

 

 【（例）由
ゆ

良川
ら が わ

（京都府）】 
平成 16 年 10 月台風 23 号出水により約

1,700 戸に及ぶ甚大な浸水被害をうけるな

ど、近 10 年で 4 度の浸水被害が発生。度重

なる甚大な災害により、地域の活力が喪失。  

 

 

床上浸水被害解消を目的とした築堤等により、

被害の防止・軽減を図る。 

 

 【（例）中越
ち ゅ う え つ

地震（新潟県）】 
平成 16 年 10 月に発生した新潟県中越地震

では、死者 4 名、人家被害 93 戸等の甚大な

被害が発生。特に著しく荒廃した芋川流域で

は 1,419 箇所もの多数の斜面崩壊が発生し、

土砂による河道閉塞も 55 箇所発生。 

 

砂防事業、地すべり対策事業を実施し、被害

の防止・軽減を図り、早期に国民生活の安定・

安心を確保する。 

 

 【（例）下新川
し も に い か わ

海岸
か い が ん

（富山県）】 
平成 20 年 2 月の低気圧による高波により、

越波が発生し、背後の住宅・農地等が浸水。

死者 2 名、負傷者 16 名、全壊 4 棟、半壊 7

棟、一部損壊・床上・床下浸水 164 棟など、

甚大な被害が発生し、地域の負担が増大。 

 

 

概ね 10 年で家屋連担地区を防護する離岸堤

等を整備し、被害の防止・軽減を図る。 

 

○火山災害が発生した場合の減災対策など危機管理体制の充実 
 

近年、噴火実績があるなど、噴火への備えが急がれる火

山において、火山噴火に伴う融雪型火山泥流等を想定し

た監視機器の整備、資機材の配備等を実施。 

 

 

 

  緊急資機材の備蓄 
桜島（鹿児島県） 

（平成２１年１０月） 

被災状況

東竹沢上流の木
こ

籠
ごも

集落（発災から約 1 週間後）



 

 

国民の生活の安全安心を確保するため、災害危険度の高い地域における

効果的な災害予防対策を重点的に実施するとともに、併せて気候変動・地

球温暖化への適応策を実施する。  

 

○三大都市圏などの重要区間における堤防の強化及び氾濫域に 

政令市等を抱える災害危険度の高い河川の整備 

  

【首都圏氾濫区域堤防強化対策】  
首都圏氾濫区域の堤防強化対策の実

施により河川水（洪水時）の浸透によ

る堤防の決壊を防止。  

（利根川、江戸川） 

 

 

 

 

 

【災害危険度の高い河川の整備】 
流下能力が不足している河川の整備

により市街地等の浸水被害を防止。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

○大規模崩壊地等における根幹的な土砂災害対策や被災すると 

経済活動に甚大な影響を及ぼす重要交通網等の保全 

 

【（例）常
じ ょ う

願
が ん

寺川
じ が わ

水系砂防（富山県）】        
崩壊地の拡大防止や土砂氾濫の防止

等の根幹的な土砂災害対策。 

 

 

 

【（例）由比
ゆ い

地区地すべり（静岡県）】 
被災すると人命や経済活動に甚大

な影響を及ぼす恐れのある箇所の 

土砂災害対策。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－３ 予防的な治水対策 （国費：約１，４２４億円） 

■利根川が決壊した場合 

 

○浸水想定区域面積 

約 530km2 

 

○被災人口 

  約 230 万人 

市街地部を貫流する白川（熊本県） 



○背後地に人口・資産集積地区や重要交通網を抱える海岸の保全 

 

 【（例）富士
ふ じ

海岸
か い が ん

（静岡県）】 
全国的な交通ネットワークや主要都市

を防護するための海岸保全施設の整備 

 
浸水想定区域内に主要幹線道路である国道

１号（約 52,000 台／12h）や JR 東海道

本線が位置し、背後地は住宅が密集 

 

 

○新型高性能レーダ（X バンド MP レーダ）網等を活用した 

流域における洪水・浸水状況の監視・予測 

 
 X バンド MP レーダの

整備を推進し、詳細な

降雨観測や高精度な洪

水予測の実施等により、

広域的な水災害の監

視・予測を強化。 

 地上デジタル放送等の

様々な伝達手段を通じ

たきめ細やかな河川情

報の提供を推進。  

 

 

 

 

河川の再自然化や湿原の復元など、環境再生のための河川整備等を地

域のＮＰＯ等と連携しつつ推進するとともに、併せて観光振興等を支援

する。 

 

 絶滅の危機にある生物の生息・生育環境の保全・復元や、湖沼法に基づ

く水質保全対策、観光など地域活性化に資する河川整備を重点的に実施。  
 

【（例）木曽川
き そ が わ

（愛知県）、淀川
よ ど が わ

（大阪府）】 
天然記念物（イタセンパラ）の生息環境

（ワンド）の復元。 

 

 
    

 

３－４ 良好な河川環境の回復 （国費：約６５億円） 

近年確認できない状況

が続いていたが、湿地

再生事業実施箇所で稚

魚を本年度確認 

淀川におけるイタセンパラの確認数の推移

イタセンパラ 

復元されたワンド 
年度


